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《《  資資  料料  一一  覧覧  》》  

 
【 説明事項 】 
１．阪神間都市計画 臨港地区の変更 (兵庫県決定) 

（都市計画尼崎港臨港地区及び西宮港臨港地区の変更）   ・・・・・・・・・・・・・・・・① 

 

 

 

 

 

 

 

【案件概略位置図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

            阪阪神神間間都都市市計計画画  臨臨港港地地区区のの変変更更（（兵兵庫庫県県決決定定））  

都市計画尼崎港臨港地区及び西宮港臨港地区の変更 
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計  画  書 

 
 

阪神間都市計画 臨港地区の変更（兵庫県決定） 
 
都市計画尼崎港臨港地区及び西宮港臨港地区を次のように変更する。 

名  称 面  積 備 考 

尼崎西宮芦屋港臨港地区 約１９６．４ｈａ  

 
「位置及び区域は、計画図表示のとおり」 
 
 

理  由 
 
別添理由書のとおり 
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理  由  書 

 
 
兵庫県では、昭和39年以降、臨港地区の指定を行い、計画的な港湾施設の建設・管理運

営や港湾にふさわしい土地利用の規制・誘導及び港湾環境整備により、港湾における諸活

動の円滑化や港湾機能の確保を図ってきた。 
このたび、尼崎西宮芦屋港臨港地区において、整備が完了した港湾の関連用地の適正な

管理運営を図るため、船出地区、扇町地区、鳴尾地区、鳴尾西地区、甲子園地区、西宮地

区及び南芦屋浜地区を新たに臨港地区に指定するとともに、東海岸町地区、甲子園浜地区

及び浜町地区において、臨港地区を見直すものである。 
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変 更 前 後 対 照 表 

 

 
名称を変更するとともに、新たに臨港地区(109.0ha)を指定し、指定の見直し(0.8ha減)をする。 

変更前 変更後 

名 称 面積（ｈａ） 名 称 面積（ｈａ） 増 減 

尼崎港臨港地区 約７９．４ 

西宮港臨港地区 約 ８．８ 

尼崎西宮芦屋港

臨港地区 
約１９６．４ 約１０８．２増
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《阪神間都市計画区域 臨港地区の内訳》 
 

面積（ｈａ） 
名 称 

変更前 変更後 増 減 

尼崎西宮芦屋港臨港地区  約８８．２  約１９６．４ 約１０８．２ 

 ・東海岸町地区  約６９．５  約 ７０．１  約 ０．６ 

 ・船出地区 －  約 １４．９  約１４．９ 

 ・鶴町地区   約１．８  約  １．８  － 

 ・末広地区   約８．１  約  ８．１  － 

 ・扇町地区 －  約 １０．９  約１０．９ 

 ・鳴尾地区 －  約  ２．５  約 ２．５ 

 ・鳴尾西地区 －  約  １．７  約 １．７ 

 ・甲子園地区 －  約 ３２．７  約３２．７ 

 ・甲子園浜地区   約３．３  約 １６．０  約１２．７ 

 ・西宮地区 －  約 ２７．０  約２７．０ 

 ・浜町地区   約５．５  約  ４．８  約△０．７ 

 ・南芦屋浜地区 －  約  ５．９  約 ５．９ 
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号

高浜町

若葉町

松浜町

海洋町

潮見町

南浜町

浜風町

陽光町

涼風町

緑町

潮芦屋ビーチ

芦屋中央公園

キャナルパーク

芦屋市総合公園

東浜公園

西浜公園

緑住宅

宮川大橋

市立図書館

谷崎記念館

潮見小学校

潮見中学校

美術博物館

浜風小学校

西宮市

下水処理場

南芦屋浜

環境処理センター

下水処理場

芦屋市総合公園

芦屋市中央公園
東浜公園

西浜公園

親水中央公園

芦屋公園

親水西公園

緑公園

新浜公園

陽光公園

南浜公園

潮見西公園

潮見東公園

浜風南公園

浜風東公園

潮見南公園

陽光緑地

親水緑地

南緑地

涼風西公園

南芦屋浜地区地区計画

高浜町南地区地区計画

浜風町南地区地区計画

新浜住宅地区
　 地区計画

緑町西地区地区計画

潮見町南地区地区計画

南芦屋浜地区地区計画

高浜町南地区地区計画

浜風町南地区地区計画

新浜住宅地区
　 地区計画

緑町西地区地区計画

潮見町南地区地区計画

浜風町１街区地区計画浜風町１街区地区計画

海洋緑道

N

EW

S

0                 0.5               1.0km

阪神間都市計画区域界

阪神間都市計画区域(　　　　)芦屋国際文化住宅
都市建設計画地区界

市街化区域・市街化調整区域界

第１種低 層住居 専用地 域

第２ 種低 層住 居専 用地 域

第１種中高層住居専用地域

第２種中高層住居専用地域

第 １ 種 住 居 地 域

第 ２ 種 住 居 地 域

近  隣  商  業  地  域

商   業    地   域

上段容積率／下段建ぺい率

凡

例

用

途

地

域

高
度
地
区

第 １ 種 高 度 地 区

第 ２ 種 高 度 地 区

第 ３ 種 高 度 地 区

第 ４ 種 高 度 地 区

高　度　利　用　地　区

風 　 致 　 地 　 区

準 　 防 　 火 　 地 　 域

都　市　計　画　道　路

公　　　　　　　　　園

墓　　　　　　　　　園

緑　　地　・　緑　　道

地　　区　　計　　画

始点 終点

L

阪神間都市計画　　　　 総括図芦屋国際文化住宅

都 市 建 設 計 画

Ｓ＝１：１０，０００

臨港地区(今回指定）
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臨港地区の見直しについて（参考資料） 

 

１ 臨港地区制度について 

都市計画の地域地区のひとつである臨港地区（法第８条第１項第９号）は，計画的な

港湾施設の建設・管理運営や港湾にふさわしい土地利用の規制・誘導及び港湾環境整備

により，港湾における諸活動の円滑化や港湾機能の確保を図ることを目的として，港湾

管理者の申し出に基づき都市計画に定めるものです。 

 

２ 臨港地区の見直しについて 

  兵庫県では，整備が完了した港湾の関連用地の適正な管理運営を図るため，平成 22年

度より県が管理運営する国際拠点港湾及び重要港湾から，順次，臨港地区の見直しを行

うこととしています。一昨年度，見直しを行った東播磨港，昨年度，見直しを行った姫

路港に引き続き，今年度は尼崎西宮芦屋港において見直しを行います。 

 

３ 臨港地区見直しの考え方 

  公共ふ頭等，港湾管理者が設置した施設について，原則として，以下の統一した考え

方により見直しを行います。 

(1) 新規に臨港地区指定を行う地区 

   港湾管理運営のための公共ふ頭等（公共ふ頭・緑地）に限定し，指定する。 

(2) 既に臨港地区が指定されている地区  

ア 指定範囲の修正 

公共ふ頭等については，既指定の範囲を尊重し，必要に応じて指定範囲に修正を加

える。 

イ 既指定範囲の存置 

    港湾関連用地（民有地）については，そのまま存置する。 

ウ 指定の解除 

住宅等で都市化し，将来的にも臨港地区として存続することが困難（不適切）と

思われる範囲は指定を解除する。 

(3) (1)及び(2)共通事項 

    指定しようとする面積が 0.5ha 未満の地区については，下記の場合を除き，原則，

臨港地区の指定は行わない。 

【地形的な要因で，河川，道路，又は埋立工法により施設機能が分離されているが，

一体の整備が施され，一体の施設として指定することが好ましい地区】 
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４ 臨港地区の指定 

臨港地区は，港湾管理者が管理すべき施設の範囲を示すもので，今回臨港地区を指定

しようとする尼崎西宮芦屋港は，昭和40年に臨港地区の指定が行われ，港湾における諸

活動の円滑化や港湾機能の確保が図られています。 

このたび，尼崎西宮芦屋港において，整備が完了した港湾の関連用地の適正な管理運

営を図るため，芦屋市では南芦屋浜地区の港湾緑地（約５．９ha）の範囲を指定するも

のです。 

  

５ 臨港地区内の規制 

  臨港地区が指定されると，港湾法第３８条の２の規定により，以下の行為を行う場

合は工事の開始の日の６０日前までに港湾管理者に届出が必要となります。 

  兵庫県では，指定した臨港地区の適正な港湾運営を推進するため，港湾運営の支障と

なる構築物を規制することとし，必要な項目を定める「臨港地区の分区内における構築

物の規制に関する条例」（平成２３年３月１７日 兵庫県条例第１８号）を制定し，平

成２３年７月１日より施行されています。 

  分区を指定すると，分区された区域には，用途地域及び特別用途地域の用途規制が適

用されず，分区による規制が適用されます。建ぺい率，容積率，高さなどの規制につい

ては，分区の指定に関係なく，それぞれの用途地域による規制が適用されます。 

 

 【届出が必要な行為】 

(1) 水域施設，運河，用水きょ又は排水きょの建設又は改良 

(2) 廃棄物処理施設の建設又は改良 

(3)  工場又は事業場の新設又は増設（床面積の合計 2，500 ㎡以上又は敷地面積 5，000 ㎡

以上が対象） 

(4) 危険物取扱施設の建設又は改良 

(5) 揚水施設の建設又は改良 
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